
鈴鹿都市計画地区計画の変更（鈴鹿市決定） 

都市計画野町東部地区計画を次のように変更する。 

１．地区計画の方針 

名 称 野 町 東 部 地 区 計 画 

位 置 鈴鹿市野町 

面 積 約３０．７ｈａ 

区

域

の

整

備

開

発

保

全

に

関

す

る

方

針 

地区計画の目標 

 本地区は，近鉄名古屋線白子駅より西方約２．５ｋｍに位置し，組合

施行の土地区画整理事業が予定されており，道路・公園等の公共施設を

中心とした整備がなされる地区である。 

 そこで，区画整理事業と合わせ，地区計画の策定により，宅地の細分

化，及び建築物の用途の混在化等を防止し，良好な居住環境の形成を図

ることを目標とするものである。 

土地利用の方針 

 本地区内を通過する都市計画道路の沿線部分を沿道サービス地区と

し，その他を一般住宅地区として，良好な居住環境の形成と秩序ある土

地利用を図るものである。 

地区施設の 

整備の方針 

 本地区には，都市計画道路野町国府線（幅員１６ｍ），西玉垣秋永線

（幅員１６ｍ）があり，それらを基軸として区画道路（幅員６～１２ｍ）

を適正に配置し整備するものである。 

建築物等の 

整備の方針 

1. 一般住宅地区については，敷地面積，建築物の高さ，壁面の位置の

制限，かき又はさく等により良好な住宅地としての居住環境の形成

を図る。 

2. 沿道サービス地区については，基軸となる都市計画道路沿線の発展

を促し，住民の利便性を確保するものである。 

 



２．地区整備計画 

地

区

整

備

計

画 

地 区 の 名 称 野 町 東 部 

地区整備計画の区域の面積 約３０．７ｈａ 

地区施設の配置及び規模 幹線道路（幅員１６m） 区画道路（幅員６ｍ，８m，１２m） 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区の区分 

名 称 一般住宅地区 沿道サービス地区 

面 積 約２４．１ha 約６．６ha 

建築物の用途の制限 

建築してはならない建築物 建築してはならない建築物 

 建築基準法別表第２（に）項に

掲げるもの（ただし第八号を除

く） 

 原動機を使用する工場で

作業場の床面積の合計が５

０㎡を超えるもの 

建築物の高さの最高限度 １５m ――――――― 

建築物の敷地面積の 

最 低 限 度 
２００㎡ ２００㎡ 

建 築 物 の 壁 面 の 

位 置 の 制 限 

 道路（隈切部分は除く。），隣地

及び公園敷地境界線から建築物

の外壁又はこれに代わる柱の面

までの距離の最低限度１．０m 以

上とする。 

 ただし，上記の限度に満たない

距離にある建築物又は建築物の

部分が次のいずれかに該当する

場合はこの限りではない。 

１．物置その他これに類する用

途（自動車車庫を除く。）に

供し，軒の高さが２．３m 以

下で，かつ床面積の合計が

５．０㎡以内であること。 

２．自動車車庫で軒の高さが２．

８ｍ以下であること。 

 道路境界線から建築物の

外壁又はこれに代わる柱の

面までの距離の最低限度１．

０ｍ以上とする。 

 ただし書きについては左

に同じ。 

  

建 築 物 の 

形 態 ・ 意 匠 の 制 限 

１．屋根及び外壁の色彩は健全

な住環境と調和を保つもの

とする。 

２．看板，広告物類は三重県屋外

広告物条例施行規則別表許

可の基準に順ずるものとし，

その高さは地上から１０．０

ｍ以下であること。 

同     左 

か き 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 

 高さは１．５ｍ以下とする。た

だし生垣はこの限りでない。 ――――――― 

・地区整備計画を定める区域，地区区分については，計画図表示のとおり。 




